
報告事項４

令和６年度第１回徳島県いじめ問題等対策審議会の議事内容について

いじめ・不登校対策課



令和６年度 第１回徳島県いじめ問題等対策審議会について

１ 開催日 令和６年５月２８日（火）午前９時３０分から午前１１時３０分まで

２ 本審議会の目的等

（1）平成２５年に制定された「いじめ防止対策推進法」の規定に基づき設置

（2）「徳島県いじめ防止等のための基本的な方針」に基づくいじめの防止等につい

て調査審議を実施

（3）学識経験者、保護者、関係行政機関職員、公募選考者等１５名を委員として

委嘱し、年２回開催

３ 内容

（1） 協議内容

・事務局より「いじめの調査件数について」、「いじめ重大事態について」、「不

登校・いじめ緊急対策パッケージ」を提示

・「いじめの重大事態を防ぐ取組」について、様々な立場で意見交換

（2） 各委員からの意見

・いじめ重大事態に発展させないためには、初期対応が重要であり、いかにそ

の時点で適切に対応するかに尽きる。

・いじめや不登校は、子どもだけの問題ではなく、我々が作った社会構造その

ものの課題という視点も必要であり、社会と切り離して解決はできないよう

に思う。

・現場の教員が疲弊しており、子どものＳＯＳを見つけにくくなっているので

はないか。よりきめ細やかな見取りをするためには、教員の加配や業務の精

選など、子どもを見守る環境整備が必要である。

・幼稚園や小学校低学年の時期が、道徳教育や躾の最適期であり重要である。

・好事例として、ホワイトボードミーティングをクラス内で実施し、自分を表

現できるようにすることで、関係性を構築していくことができた。

・警察でも犯罪として扱うだけでなく、少年の健全育成の立場で指導や注意

を行うことができることから、初期の段階で相談していくべき。

４ 今年度の成果物

（1）いじめ問題の現状と課題、児童生徒を取り巻く社会情勢の変化を踏まえ、い

じめ問題に、一層の危機感を持って取り組むため、平成２９年に改定された

「徳島県いじめの防止等のための基本的な方針」の一部改定を進める。なお、

内容については、いじめ問題等対策検討部会にて協議し、第２回徳島県いじ

め問題等対策審議会において承認を得る。
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資料１ いじめの調査件数について

（文部科学省：令和４年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する

調査におけるいじめに関する調査結果より）

１ 全国の国公私立学校におけるいじめの認知件数

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

小学校 484,545 420,897 500,562 551,944

中学校 106,524 80,877 97,937 111,404

高等学校 18,352 13,126 14,157 15,568

特別支援学校 3,075 2,263 2,695 3,032

合計 612,496 517,163 615,351 681,948

２ 徳 島 県 の 国 公 私 立 学 校 に お け る い じ め の 認 知 件 数

令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度 令 和 ４ 年 度

小 学 校 1,99 6 1 , 7 4 5 1 , 9 7 4 2 , 3 9 8

中 学 校 705 5 1 5 5 4 6 5 1 3

高 等 学 校 55 64 3 9 2 5

特 別 支 援 学 校 12 22 3 4 2 7

合 計 2, 76 8 2 , 3 4 6 2 , 5 9 3 2 , 9 5 8

千 人 あ た り 37.9 3 2 . 8 3 6 . 9 4 2 . 8

全 国 612, 4 9 6 5 1 7 , 1 6 3 6 1 5 , 3 5 1 6 8 1 , 9 4 8

千 人 あ た り 46.5 3 9 . 7 4 7 . 7 5 3 . 3
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３ いじめの態様別状況

（文部科学省：令和４年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調

査結果の概要より）

４ 調査結果について

小・中・高等学校及び特別支援学校におけるいじめの認知件数は681,948件（前年度615,

351件）であり、前年度に比べ66,597件（10.8％）増加。児童生徒1,000人当たりの認知件

数は53.3件（前年度47.7件）。

令和３年度は新型コロナウイルス感染症流行前の令和元年度並みとなり、令和４年度で

は再び増加傾向となり過去最多となった。

要因として、令和４年度は新型コロナウイルス感染症の影響に続き、感染を予防しなが

らの生活となったが、部活動や学校行事などの様々な活動が再開されたことにより接触機

会が増加するとともに、いじめ防止対策推進法におけるいじめの定義やいじめの積極的な

認知に対する理解が広がったことや、アンケートや教育相談の充実などによる生徒に対す

る見取りの精緻化、ＳＮＳ等のネット上のいじめについての積極的な認知などで、いじめ

の認知件数が増加したことが考えられる。

年度末時点でのいじめの解消状況については、525,773件(77,1％)(前年度494,154件(80,

1％)となっており、早期発見・早期対応ができた件数は多くなったが、比率は低下した。

これは、安易にいじめを解消したとせず、丁寧な対応を行っている一方、ＳＮＳ等のネッ

ト上のいじめなど、見えづらい事案が増加したことなどが考えられる。

（文部科学省：令和４年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調

査結果の概要より）
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資料２ いじめの重大事態について

１「重大事態」の発生件数

（文部科学省：令和４年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する

調査におけるいじめに関する調査結果より）

２ 重大事態の態様及び調査状況
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３ いじめ重大事態の1,000人当たり発生件数

（文部科学省：令和４年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する

調査におけるいじめに関する調査結果より）

４ 徳島県の重大事態発生件数
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５「重大事態」について、重大な被害を把握する以前のいじめ対応状況

（文部科学省：令和４年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する

調査におけるいじめに関する調査結果より）
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６ いじめの発見のきっかけ

（文部科学省：令和４年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する

調査におけるいじめに関する調査結果より）

７ 調査結果について

いじめの重大事態の件数は923件（前年度706件）であり、前年度に比べ217件（30.7％）

増加し過去最多となった。増加の要因として、いじめ防止対策推進法の理解が進んだこと

による積極的な認定や保護者の意向を尊重した対応がなされている一方、学校としてのい

じめの認知や組織的な対応に課題があったことが考えられる。なお、いじめ重大事態のう

ち、357件（全年度310件）（38.7％ (前年度43.9％））は、重大事態として把握する以前に

はいじめとして認知していなかった。前年度と比較して、認知していなかった比率は低下

したが、未だ学校として認知に課題がある。いじめの積極的認知により、早期に対応する

ことで、重大事態に至る前に未然防止することが重要であるが、いじめ防止対策推進法に

基づき、取り上げるべきものは適切に取り上げなければならない。

（文部科学省：令和４年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調

査結果の概要より）




